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立地適正化計画区域 
＝都市計画区域 

居住誘導区域 

居住を誘導し人口密度を維持 

するエリアを設定 

都市機能誘導区域 

生活サービスを誘導するエリアと 

誘導する施設を設定 



 

 

都市構造の現状からみた

問題点

2 1

2 2

 

 

第２章 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  都市構造の現状からみた問題点  
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(人) ←実績値 推計値→

目標年次 
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戸
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人
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戸
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(1.36)

(1.47)

(1.71)
(1.87)

※( )内：S55を基準とした指数
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 土地利用分類 面積 (ha) 構成率 (％) 

 住宅用地 248.4 5.7% 

 店舗併用住宅 4.2 0.1% 

 専用商業施設 33.5 0.8% 

 専用工業施設 37.2 0.8% 

 作業所併用住宅 1.9 0.0% 

 公共公益施設用地 27.0 0.6% 

 その他の建築用地 14.9 0.3% 

 道路用地(幅員 4m 以上のみ) 197.0 4.5% 

 交通施設用地 6.3 0.1% 

 公園・緑地・レジャー施設等 17.2 0.4% 

 その他の空地 3.0 0.1% 

都市的土地利用（小計） 590.6 13.5％ 

 田 1,467.8 33.5％ 

 畑 404.2 9.2％ 

 山林 1,857.4 42.4％ 

 水面 31.8 0.7％ 

 その他の自然地 21.5 0.5％ 

自然的土地利用（小計） 3,782.6 86.5％ 

仮設建築用地 2.3 0.1％ 

合計 4,375.4 100.0％ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大玉村役場 
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大山地区 

玉井地区 
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主要地方道 
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大玉村役場 

大山地区 

玉井地区 

土地利用現況 

大玉村役場 

※1 都市計画基礎調査における土地利用現

況調査結果の凡例より「田・畑・その他空

地（青空駐車場・資材置き場など）」を

低未利用地として判定 

田 

畑 

その他空地 

道路種別 

高速道路 

一般国道 

主要地方道 

一般県道 

低未利用地 

田 

畑 

その他空地 

現地踏査実施箇所（農振白地地域） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市機能集積エリア※ 

大玉村 

本宮市 

二本松市 
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都市機能集積エリア 

大玉村 
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玉井地区に空き家が集中 
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3%
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1,203人
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902人
10%

10年～20年
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433人
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人口合計
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10 年未満 

27％ 
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81%
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1%
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5%

工業系 4%

作業所併用住宅

0.1%

公共公益系

3%
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6%
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（44％） 
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127 131 134 131 135
129

119 123 118 105 118 109
0

50

100

150

200

H30 R1 R2 R3 R4 R5

入所者（年度末） 入所者（年度初）

(人）

定員

保育所入所者数は例年、定員に迫る勢い 

一定の出生数を維持し未就学児も増加する中、 

保育所受入数の不足が懸念される 

352 366 378 378 434 
0

200

400

600

H12 H17 H22 H27 R2

(人）
５歳未満の未就学児は年々増加 
（過去 20年で 1.2 倍） 

都市計画区域 

都市機能施設 

行政機能 

介護福祉機能 

子育て機能 

教育・文化機能 

商業機能 

金融機能 

運動施設 

その他 

都市機能集積エリア※ 

大玉村 

本宮市 

二本松市 

大玉村役場 

大山地区 

玉井地区 

ふれあい広場 

大型小売店舗 

安達太良 SA 

枡記念病院 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

岳線 

1日 2本 

竹ノ内線 

1日 2本 

大玉村デマンドタクシー 

「たまちゃんタクシー」 

1 日行き 4本,帰り 4本(平日のみ) 

大玉村デマンドタクシー「たまちゃんタクシー」について 

■対象施設 

種類 対象施設 

公共施設 
村内各公共施設 
（あだたらの里直売所を含む） 

病院・医院・ 
調剤薬局 

村内及び本宮市の中心市街地の各病院・ 
医院、枡記念病院・上記近隣の各調剤薬局  

駅 本宮駅、杉田駅 

銀行等 

JA ふくしま未来大玉支店、東邦銀行本宮支
店、福島銀行本宮支店、大東銀行本宮支店、
二本松信用金庫本宮支店、福島県商工信用
組合本宮支店 

郵便局 大玉郵便局、岩代大山郵便局 

小売店 村内各小売店 

※アットホームおおたまとフォレストパークあだたらは対象外 

■運賃 

1 人 1 回（片道）・・・300 円 

※要介護・要支援者、障がい者、未就学児は無料 

895 

1,064 
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200

400
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800

1,000

1,200
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(人) R4.4 運行開始 

2,042 

4,483 4,716 
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4,372 
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4,000

5,000
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※浸水深は全て0.5m未満（青色）

※降灰方向（西風の場合）

10㎝20㎝30㎝50㎝

 



Otama-Village City Local Normalization Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

979 953
872

772
7091.00 0.97

0.89
0.79 0.72

1.00 0.94
0.87

0.68
0.56

0.00

0.50

1.00

1.50

0

200

400

600

800

1,000

H12 H17 H22 H27 R2

大玉村農家数 伸び率（村） 伸び率（県）

(戸)

1,543 1,521
1,385 1,354 1,2601.00 0.99

0.90 0.88 0.82

1.00
0.93 0.90

0.74
0.65

0.00

0.50

1.00

1.50

0

450

900

1,350

1,800

H12 H17 H22 H27 R2

大玉村経営耕地面積 伸び率（村） 伸び率（県）
(ha)

26
24

18

28

1.00
0.92

0.69

1.08

1.00 0.94 0.88
0.74 0.80

0.00

0.50

1.00

1.50

0

10

20

30

H12 H17 H22 H27 R2

大玉村農業産出額 伸び率（村） 伸び率（県）

市町村単位の

推計なし

(億円)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 36
44

55
62

110
121

112 113
122

0

50

100

150

200

H5 H8 H10 H13 H15 H18 H23 H25 H27 R2

(億円)

平成18年 大型小売店舗出店 平成19年 あだたらの里
直売所オープン

68 67
71

64 66

55
46 48

0

25

50

75

100

H6 H9 H11 H14 H16 H19 H26 R3

(箇所)

平成18年 大型小売店舗出店

 

 

55
70

91

149
164

191

135

89
102

118

145

109

131

111
100

122

146
134

83

113

180

0

50

100

150

200

250

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

(億円)

大玉村

57人

77%

旧本宮町
15人
20%

福島市
1人
2%

郡山市
1人
1%

合計

74人

［日用品］
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(37.4%)

7.3

(13.6%)

26.2

(49.0%)

人件費

10.7

(20.1%)

扶助費

4.7

(8.8%)

公債費

4.6

(8.6%)

普通建設事業費

4.6

(8.5%)
災害復旧事業費
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物件費

6.7
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繰出金

3.6

(6.8%)
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4.0
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R4
歳出総額
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義務的経費

投資的経費
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(32.8%)

39.0

(67.2%)
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4.7

(8.1%)
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(5.7%)
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歳入総額
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自主財源

依存財源
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  計画が目指す将来都市構造  

課題１ 必要な都市機能の確保による
「生活の質」の向上

課題３ 子育て世帯をはじめとした
若者の希望を叶える
「豊かで住みよい住環境」の提供

課題４ 空き家や低未利用地の適切な管
理による「田園都市景観」の保全

課題５ 災害リスクの回避による
村民の暮らしの「安全安心」の向上

子育て機能の不足

低未利用地の分布

公共交通が不便

若者の転出

住宅基盤の確保と
農地保全の両立

中心拠点での空洞化
空き家の発生

中山間部の災害リスク
火山による災害リスク

働く場の不足

充実した
行政サービスの維持

課題２ 雇用の場や移動手段の確保による
「多様な働き方」の実現

①
生
活
環
境
に
お
け
る
問
題
点

②
住
環
境
に
お
け
る
問
題
点

③
持
続
可
能
な
村
づ
く
り
に
お
け
る
問
題
点
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大玉村の 20 年後の姿（将来像）  

自然豊かな「大いなる田舎」に築く『田園都市』おおたま 

大玉村には、悠久の時を経て伝えられた豊かな自然、広大な農地からなる田園風景、伝統文化等の「田舎」としての

資源が多く残されています。これらの資源を引き続き後世に伝え、２０年後も大いなる「田舎」の豊かさを継承します。 

また、全国的に人口減少、少子高齢化が進行するなかでも、人口が増加傾向にある大玉村は、この土地に住むことの

喜びや誇りを実感できるむらづくりを行うことで、引き続き将来にわたって定住・移住を促進し活力を維持しながら、地域の

魅力の進化・深化※を図ります。 

そして、隣接する本宮市、二本松市、中核市の郡山市や福島市を中心とする圏域内の相互関係の中で、「大いなる

田舎」として豊かな自然やコミュニティを有し、必要な都市機能や暮らし続けるための産業の維持・確保といった「都市」と

しての快適性や利便性を備えた、コンパクトで“ちょうどいい”※『田園都市』を目指します。 

※「進化・深化」と「“ちょうどいい”」は、ワークショップで挙げられたキーワード。 

都市づくりの基本理念  

暮らしと自然の豊かさを守り､創造･発展していくむらづくり 

１０年後･２０年後の大玉村の自立を考えるとき、住民の幸せな暮らしを守るための基盤となる産業の振興・発展

は何よりも不可欠です。一方で、振興や発展を目指すことで、安達太良に抱かれ豊かな自然環境の恩恵を受けながら

暮らしてきた、私たちの生活が損なわれてはなりません。 

このことから、一定の産業成長を遂げながらも自然との調和を図り、住民がいつまでも暮らしと自然の「豊かさ」を実感

し安心して暮らし続けることができるよう、創造･発展していくむらづくりを進めます。 

なお、デジタル技術による社会の変革を捉え、これらの技術を様々な社会的課題の解決に最大限活用することで、

暮らしの質や価値を高め、将来にわたり豊かで持続可能な暮らしを守ります。 
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持続可能で きめ細かな 公共交通ネットワークの構築 

～ みんなで支え みんなで使う 「地域の足」 ～ 

（基本方針設定の考え方） 

今後の高齢社会への対応、コンパクトな人口や面積規模と集落が分散し立地する本村の特

性を考慮し、きめ細かな網目のようなネットワーク型の公共交通システムを構築します（公共交

通体系の再編）。 

また、将来にわたり持続可能な公共交通システムとして、これまで以上に公共交通の利用拡

大を促進します。 

広域生活バス

福祉バス

デマンドタクシー

＜現在＞

デマンドタクシー
（日中・予約制）

通勤通学バス
（朝夕・定時定路線）

＜再編後＞

集約統合



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 守るべき農地を保全しながら既存のコンパ

クトな市街地を活かし、地域拠点や国道

4 号の周辺で生活に必要な都市機能を

維持・確保します。 

2. 高次な都市機能は隣接都市との広域連

携を図ります。 

3. 都市機能への公共交通によるアクセスを

確保します。 

都市機能に関する基本方針 

4. 人口が集積する旧来からの地域拠点を

中心に居住の誘導を図ります。 

5. 守るべき農地を保全し、適切な範囲に居

住の誘導を図ります。 

6. 災害の心配のない安全で安心な地域に

居住の誘導を図ります。 

7. 安達太良山の眺望に配慮した建築や土

地利用を原則とし、コンパクトな範囲に居

住を誘導します。 

居住に関する基本方針 
課題３ 子育て世帯をはじめとした 

      若者の希望を叶える 

      「豊かで住みよい住環境」の提供 

課題４ 空き家や低未利用地の適切な管理

による「田園都市景観」の保全 

課題２ 雇用の場や移動手段の確保による

「多様な働き方」の実現 

課題１ 必要な都市機能の確保による 

「生活の質」の向上 

課題５ 災害リスクの回避による 

      村民の暮らしの「安全安心」の向上 
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「既存の市街地(玉井地区・大山地区)」と「国道４号沿道の商業施設周辺」を一帯とした都市機能集

積エリアを実現することで、 

⚫ 村全体の多様な世代の交流によるにぎわいが生まれ、村の魅力が向上します。 

⚫ 大玉ゲートウェイに村内外から人が集まり、村の魅力が村外にも広まります。 

⚫ 村の魅力向上が子育て世帯の居住地選択に好影響を与え、都市機能集積エリアに集まって暮らすこ

とで、村の活力が高まるとともに、各種産業の担い手が確保され、さらなる産業振興への好循環が生

まれます。 

⚫ さらには、都市機能集積エリアでの都市機能の強化とともに、村内を往来できる移動手段を確保する

ことで、中山間ゾーン等の都市機能集積エリア外に暮らす人々の生活利便性を公共交通サービスに

よって支えます。 

これらによって、『豊かな暮らしをはぐくむ美しい田園都市』を形成します。 

⚫ 既存の市街地（玉井地区・大山地区）への公益的な都市機能の集積を行うことで、多様な世代

の村民が行き交い、にぎわいが生まれ、生活の質を高める拠点を形成します。 

⚫ 大玉ゲートウェイでは、大玉村の美しい田園都市景観の魅力を村内外に広く発信します。また、商

業機能を維持・充実することで、村内外の人が集まり、交流が生まれ、生活を豊かにする拠点を形成

します。 

⚫ 既存の市街地とその周辺は、コンパクトで“ちょうどいい”『田園都市』を感じられる、安全・安心で、働

きやすく子育てがしやすい、大人も子供も居心地の良い住環境を形成します。 

⚫ 都市機能施設相互や村内の各集落との間をだれもが気軽に移動できる、利便性の高い効率的な

公共交通サービスを維持・拡充します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 大玉村を構成する旧村中心部（大山地区、玉井地区）及び国道４号沿道の商業機能につい

て、都市機能の誘導を図る範囲に位置づける 

⚫ 旧村中心部（大山地区、玉井地区）の各拠点の周辺には居住の誘導を図るとともに、基幹的

公共交通軸によって村外の交通結節点に接続する 

⚫ 高次な都市機能については、基幹的公共交通軸やデマンド交通を利用し村外の施設へのアクセ

スを確保する 

⚫ 中山間ゾーンから旧村中心部や村外各拠点への移動手段については、基幹的公共交通軸やデ

マンド交通を利用しアクセスを確保する 



 

 

居住誘導区域・  
都市機能誘導区域  

4 1

4 2

4 2

4 2

 

 

第４章 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  居住誘導区域・都市機能誘導区域  

区域区分 望ましい区域像 

居住 

誘導区域 

⚫ 生活利便性が確保される区域 

⚫ 生活サービス機能の持続的確保が可能な面積範囲内の区域 

⚫ 災害に対する安全性等が確保される区域 

都市機能 

誘導区域 

各拠点地区の中心となる駅、バス停や公共施設から徒歩、自転車で容易に回遊

することが可能で、かつ、公共交通施設、都市機能施設、公共施設の配置、土地

利用の実態等に照らし、地域としての一体性を有している区域 
 

⚫ 鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、都市機能が一定程度充実し

ている区域 

⚫ 周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域等 

⚫ 都市の拠点となるべき区域 
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都市計画運用指針における

「望ましい区域像」の記述 

⚫ 生活利便性が確保される区域 

⚫ 生活サービス機能の持続的確保が可能な面積範囲内の区域 

⚫ 災害に対する安全性等が確保される区域 

  

大玉村立地適正化計画に

おける考え方 

【含む視点①】一定の人口が集積する旧来からの市街地の範囲 

条件：旧村中心部の周辺において、「人口が集積する範囲」もしくは 

  「近年人口の増加がみられる範囲」 

【含む視点②】公共交通により生活利便性が確保される範囲 

条件：「基幹的公共交通軸上のバス停」の利用圏 

⚫ 人口が集積する旧来からの地域拠点を中心に居住の誘導を図ります。 

⚫ 守るべき農地を保全し、適切な範囲に居住の誘導を図ります。 

⚫ 災害の心配のない安全で安心な地域に居住の誘導を図ります。 

⚫ 安達太良山の眺望に配慮した建築や土地利用を原則とし、コンパクトな範囲に居住

を誘導します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●人口が集積する地域もしくは近年人口増加がみられる範囲 

近年人口増加がみられる地域「都市構造の評価に関するハンドブック」によると、居住を誘導す

る区域における人口密度の人口5万人以下の地方都市圏では、平均人口密度が１８人／ha

のため、人口が集積する市街地を２０～４０人／ha と設定。 

また、「都市計画運用指針」によると、将来の人口等の見通しを踏まえた適切な範囲に設定す

べきと記載されているため、近年人口増加がみられる地域を設定に追加 

定 義 

 

●一定の人口が集積する市街地＝旧村中心部周辺 

都市計画運用指針によると、合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集

積している区域 

 『人口が集積する範囲』 

・２０～４０人／ha の地域 

 『近年人口の増加がみられる範囲』 

・H２７⇒R２（国勢調査）にかけて人口が増加した地域 

根 拠 

250ｍメッシュ人口（R2） 
人口密度（人／ha） 

都市計画区域 

20 人／ha 未満 

20-40 人／ha 

40 人／ha 以上 

250ｍメッシュ人口 

増減（H27→R2） 

人口が 10 人以上 

増加しているメッシュ 

一定の人口集積があるエリア 

⇒人口密度 20 人／ha 以上 

玉井地区 

大山地区 

大玉村 
二本松市 

大玉村役場 

本宮市 

大山地区 
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●アクセスの利便性の高い地域＝バス停から３００ｍ圏 

「都市計画運用指針」によると、 

都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、都市

の中心拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域と定義される 

また、「都市構造の評価に関するハンドブック」より、 

 ・鉄道駅は８００ｍ 

 ・バス停は３００ｍ と定義される 

※デマンドタクシーは乗合運送のため、バス停と同じ３００ｍと設定 

定 義 

 

●生活利便性が確保される範囲＝基幹的公共交通上のバス停 

 『基幹的公共交通軸』 

・村内と本宮駅との間を運行する通勤通学バスのうち、既存２路線が共通する区間 

根 拠 

通勤通学バス 

デマンドタクシー 

バス停 

公共交通便利地域 

通勤通学バス 300ｍ圏 

(２路線共通) 

通勤通学バス 300ｍ圏 

(その他) 

デマンドタクシー300ｍ圏 

基幹的公共交通軸 

公共交通利便性 

都市計画区域 

大玉村 
二本松市 

大玉村役場 

本宮市 

デマンドタクシー 
300ｍ圏域 

基幹的公共交通軸 
通勤通学バス 
300ｍ圏域 

【２路線共通】 

通勤通学バス(岳線) 

300ｍ圏域 

通勤通学バス(竹ノ内線) 

300ｍ圏域 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画運用指針において

含まないこととされている区域 

 

※赤字は村内で関連あり 

〇市街化調整区域      

〇自然公園法に規定する特別地域 

〇森林法に指定される保安林の区域 

〇災害危険区域 

（居住の用に供する建築物の建築が禁止されている区域） 

〇農用地区域又は農地法に掲げる農地若しくは採草放牧地の区域 

〇自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地区又は特別地区 

  

大玉村立地適正化計画に

おける考え方 

【含まない視点①】将来に渡り保全することが適当な農地の範囲 

条件：「農振農用地区域」又は「農地法に掲げる第１種農地」 

原則として居住誘導区域に

含まないこととすべき区域 

 

※赤字は村内で関連あり 

〇土砂災害特別警戒区域   〇津波災害特別警戒区域 

〇地すべり防止区域       〇急傾斜地崩壊危険区域 

〇災害危険区域  

（居住の用に供する建築物の建築が禁止されている区域を除く） 

  

大玉村立地適正化計画に

おける考え方 

【含まない視点②】災害レッドゾーンの範囲 

条件：「土砂災害特別警戒区域」 

居住誘導区域に含むことを慎

重に判断することが望ましい

区域 

※赤字は村内で関連あり 

〇土砂災害警戒区域    〇津波災害警戒区域 

〇浸水想定区域       〇都市浸水想定区域 

〇法に規定する基礎調査等の結果判明した、災害発生の恐れのある区域 

〇工業系用途地域に類似する土地 

大玉村立地適正化計画に

おける考え方 

【含まない視点③】災害イエローゾーンの範囲 

条件：「土砂災害警戒区域」や「浸水想定区域」 

【含まない視点④】工業系の土地利用が想定される範囲 

条件：「工業団地」 
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●居住誘導区域から除外する地域 

「都市計画運用指針」によると、 

都市再生特別措置法第８１条第１９項、同法施行令第３０条により農業振興地域の整

備に関する法律第８条第２項第 1 号に規定する農用地区域又は農地法第５条第２項第１

号ロに掲げる農地もしくは採草放牧地の区域は居住誘導区域に含まない 

定 義 

 

●保全する農地の範囲＝農振法や農地法で定める農地 

 『農振農用地区域』又は『農地法に掲げる第 1 種農地』は誘導区域に含まない 

根 拠 

大玉村 

大玉村役場 

本宮市 

玉井地区 

大山地区 

第 1 種農地 (大山) 

誘導区域に含まない 

第 1 種農地 (玉井) 

誘導区域に含まない 

農振法や農地法で定める農地 

農業振興地域 

農振白地地域 

第１種農地 

第 2 種又は第 3 種農地 

都市計画区域 

農振農用地 

農地 

農業振興地域界 

近年農地から転用除外された範囲 

都市計画区域 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●災害レッドゾーン 

「都市計画運用指針」によると、以下は原則として居住誘導区域に含まない 

 ・土砂災害特別警戒区域 

 ・津波災害特別警戒区域 

 ・地すべり防止区域 

 ・急傾斜地崩壊危険区域 

 ・災害危険区域 

定 義 

 

●災害レッドゾーンの範囲＝土砂災害特別警戒区域 

村内で想定される災害レッドゾーン 

 『土砂災害特別警戒区域』 

 大玉村西部の「安達太良山」の土砂災害区域 

根 拠 

大玉村 

二本松市 

大玉村役場 

本宮市 
土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域 

土砂災害ハザード 

都市計画区域 
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●災害イエローゾーン 

「都市計画運用指針」によると、居住を誘導することが、適当でないと判断できる場合は、 

 以下は原則として居住誘導区域に含まない 

 ・土砂災害警戒区域 

 ・津波災害警戒区域 

 ・浸水想定区域 

 ・都市浸水想定区域 

 ・法に規定する基礎調査等の結果判明した、災害発生の恐れのある区域  

 

●災害イエローゾーンの範囲＝土砂災害警戒区域、浸水想定区域 

村内で想定される災害イエローゾーン 

 『土砂災害警戒区域』 ※前ページ「土砂災害ハザード」に掲載 

大玉村西部の「安達太良山」の土砂災害区域 

 『浸水想定区域』 

「安達太良川」「杉田川」の浸水想定最大規模の範囲 

定 義 

根 拠 

0.5ｍ未満 

0.5ｍ～3.0ｍ未満 

3.0ｍ～5.0ｍ未満 

5.0ｍ～10.0ｍ未満 

10.0ｍ～20.0ｍ未満 

20.0ｍ以上 

浸水想定区域 

［浸水深］Ｌ2：想定最大 

都市計画区域 

12 時間以上 

浸水継続時間 

河岸浸食 

家屋倒壊等氾濫想定区域 

氾濫流 

河川 

大玉村 
二本松市 

本宮市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●工業系の土地利用 

「都市計画運用指針」によると、居住誘導区域に含めることについて、 

以下の区域は慎重に判断を行うことが望ましい。 

法第８条第１項第１号に規定する用途地域のうち工業専用地域は、法令により住宅の建築

が制限されている区域とされている。 

また、住宅建築の制限はないものの、これと同様の土地利用が想定される区域として工業地域や

準工業地域も挙げられる。 

大玉村都市計画区域においては工業系を含む全ての用途地域の指定が無いことから、工業系

用途地域に類似する土地利用が想定される「工業団地」を対象とした。（造成予定地を含む） 

 

●工業系の土地利用が想定される範囲 

 村内の『工業団地』及び『工業団地造成予定地』 

大玉第１工業団地、 大玉第２工業団地 

大山地区に構想している工業団地造成予定地 

定 義 

根 拠 

大玉村 
二本松市 

大玉村役場 

本宮市 

工業団地造成予定地 

工業団地 

(造成予定地含む） 

工業団地 

都市計画区域 

第 2 工業団地 

第 1 工業団地 
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大玉村役場 

大玉村 

本宮市 

二本松市 

都市計画区域 

居住誘導区域 

国道４号東側 

大山地区 

玉井地区 

都市機能施設 

行政機能 

介護福祉機能 

子育て機能 

教育・文化機能 

商業機能 

金融機能 

運動施設 

その他 

居住誘導区域 

居住誘導区域 
大山地区 

居住誘導区域 

玉井地区 

大玉村役場 

大玉村 

本宮市 

国道４号東側 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 人口が集積する旧来からの地域拠点を中心に居住の誘導を図ります。 

⚫ 守るべき農地を保全し、適切な範囲に居住の誘導を図ります。 

⚫ 災害の心配のない安全で安心な地域に居住の誘導を図ります。 

⚫ 安達太良山の眺望に配慮した建築や土地利用を原則とし、コンパクトな範囲に居住

を誘導します。 

 階数：３階を超えるもの 又は 建築面積５００㎡を超えるもの 又は 高さ１３m

を超えるもの（＝景観への影響が見込まれる建築物の規模） 
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都市計画運用指針における

「望ましい区域像」の記述 

⚫ 各拠点地区の中心となる駅、バス停や公共施設から徒歩、自転車で容易

に回遊することが可能で、かつ、公共交通施設、都市機能施設、公共施

設の配置、土地利用の実態等に照らし、地域としての一体性を有している

区域 

  

大玉村立地適正化計画に

おける考え方 

【含む視点①】 

各地区の中心となる公共施設から徒歩・自転車で容易に回遊できる地域 

条件：「大玉村役場」及び「大山公民館」から 

それぞれ徒歩で回遊可能な地域 

都市機能誘導区域を 

定めることが考えられる箇所 

⚫ 鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、都市機能が一定程度

充実している区域 

  

大玉村立地適正化計画に

おける考え方 

【含む視点②】業務、商業などが集積する地域 

条件：商業施設に徒歩で回遊可能な地域 

【含む視点③】都市機能が一定程度充実する地域 

条件：複数種類の生活利便施設に徒歩で回遊可能な地域 

⚫ 守るべき農地を保全しながら既存のコンパクトな市街地を活かし、地域拠点や国道 4 号の

周辺で生活に必要な都市機能を維持・確保します。 

⚫ 医療や高次な都市機能は隣接都市との広域連携を図ります。 

⚫ 村内外の都市機能への公共交通によるアクセスを確保します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市機能誘導区域を 

定めることが考えられる箇所 
⚫ 周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域等 

  

大玉村立地適正化計画に

おける考え方 

【含む視点④】公共交通によるアクセスの利便性が高い地域 

条件：「デマンドタクシー乗降対象施設」の利用圏 

都市機能誘導区域を 

定めることが考えられる箇所 
⚫ 都市の拠点となるべき区域 

  

大玉村立地適正化計画に

おける考え方 

【含む視点⑤】 

地域振興拠点を含む国道４号沿道地域 

条件：地域振興拠点が立地する玉貫交差点から 

徒歩で回遊可能な地域 
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●徒歩・自転車で容易に回遊できる範囲＝５００ｍ圏 

「都市構造の評価に関するハンドブック」によると、 

 ・一般的な徒歩圏は８００ｍ 

 ・高齢者も含む「高齢者徒歩圏」は５００ｍ  と定義される 

 

●各地区の中心となる公共施設＝旧村役場 

 『大玉村役場』 

・玉井地区に立地する現行の村役場 

 『大山公民館』 

・大山地区の中心となる既存公共施設 

定 義 

根 拠 

玉井地区 

大山地区 

大玉村役場・大山公民館 

公共施設 

大玉村役場・大山公民館 

500ｍ圏域 

徒歩圏域 

都市計画区域 

大玉村 
二本松市 

大玉村役場 

本宮市 

500ｍ圏域 

大山公民館 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域を容易に回遊できる範囲＝５００ｍ圏 

「都市計画運用指針」によると、集客力があり、まちのにぎわいを生み出す図書館、博物館等の

文化施設、スーパーマーケット等の商業施設と定義される 

また、「都市構造の評価に関するハンドブック」より、「高齢者徒歩圏域」の５００ｍで設定 

 

●業務、商業などが集積する地域＝大型小売店舗 

・大規模小売店舗立地法第２条第２項に規定する小売業を行うための大型店舗 

・大規模小売店舗立地法施行令において、店舗面積は１,０００ｍ2 以上と規定 

定 義 

根 拠 

大玉村 
二本松市 

大玉村役場 

本宮市 

500ｍ圏域 

大型小売店舗 

 大型小売店舗 

大型小売店舗 500ｍ圏域 

徒歩圏域 

都市計画区域 
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●都市機能が充実する範囲＝５００ｍ圏 

「都市計画運用指針」によると、都市機能誘導区域の規模は、一定程度の都市機能が充実

している範囲かつ徒歩や自転車等により容易に移動ができる範囲と定める 

「都市構造の評価に関するハンドブック」より、「高齢者徒歩圏域」の５００ｍで複数種類の施

設が集積する地域と設定 

 

●都市機能が充実する地域＝多様な種類の生活利便施設が面的に立地 

『生活利便施設』 

・行政機能施設 ・介護福祉機能施設 ・子育て機能施設  

・商業機能施設 ・金融機能施設 ・教育文化機能施設 

定 義 

根 拠 

都市機能施設が面的に立地するエリア 

⇒500m の徒歩圏内に多様な施設が連担 

大玉村 
二本松市 

大玉村役場 

本宮市 

都市計画区域 

都市機能施設 

行政機能施設 

介護福祉機能施設 

子育て機能施設 

教育・文化機能施設 

商業機能施設 

金融機能施設 

 

3 種類立地 

4 種類立地 

都市機能施設数 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●アクセスの利便性の高い地域＝停留所から３００ｍ圏 

「都市構造の評価に関するハンドブック」によると、 

 ・鉄道駅は８００ｍ 

 ・バス停は３００ｍ  と定義される 

※デマンドタクシーは乗合運送のため、バス停と同じ３００ｍと設定 

 

●アクセスの利便性が高い地域＝公共交通のバス停 

『たまちゃんタクシー』 

・村内を走行するデマンドタクシー  

定 義 

根 拠 

大玉村 
二本松市 

大玉村役場 

本宮市 

300ｍ圏域 

バス停 

デマンドタクシー 

停留所 300ｍ圏域 

公共交通利用圏 

都市計画区域 
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●徒歩・自転車で容易に回遊できる範囲＝５００ｍ圏 

「都市構造の評価に関するハンドブック」によると、 

 ・一般的な徒歩圏は８００ｍ 

 ・高齢者も含む「高齢者徒歩圏」は５００ｍ  と定義される 

 

●地域振興拠点＝あだたらの里直売所 

『地域振興拠点』 

・広域交流軸との連携のもとに、エントランス機能の集積を図る地区 

・地域振興施設の整備を推進する地区 

定 義 

根 拠 

大玉村 
二本松市 

大玉村役場 

本宮市 

500ｍ圏域 

あだたらの里直売所 

あだたらの里直売所 500ｍ圏域 

都市計画区域 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画運用指針において

含まないこととされている区域 

 

※赤字は村内で関連あり 

〇市街化調整区域      

〇自然公園法に規定する特別地域 

〇森林法に指定される保安林の区域 

〇災害危険区域 

（居住の用に供する建築物の建築が禁止されている区域） 

〇農用地区域又は農地法に掲げる農地若しくは採草放牧地の区域 

〇自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地区又は特別地区 

大玉村立地適正化計画に

おける考え方 

【含まない視点①】将来に渡り保全することが適当な農地の範囲 

条件：「農振農用地区域」又は「農地法に掲げる第１種農地」 

原則として居住誘導区域に

含まないこととすべき区域 

 

※赤字は村内で関連あり 

〇土砂災害特別警戒区域   〇津波災害特別警戒区域 

〇地すべり防止区域       〇急傾斜地崩壊危険区域 

〇災害危険区域  

（居住の用に供する建築物の建築が禁止されている区域を除く） 

大玉村立地適正化計画に

おける考え方 

【含まない視点②】災害レッドゾーンの範囲 

条件：「土砂災害特別警戒区域」 

居住誘導区域に含むことを

慎重に判断することが望ましい

区域 

※赤字は村内で関連あり 

〇土砂災害警戒区域    〇津波災害警戒区域 

〇浸水想定区域       〇都市浸水想定区域 

〇法に規定する基礎調査等の結果判明した、災害発生の恐れのある区域 

〇工業系用途地域に類似する土地 

大玉村立地適正化計画に

おける考え方 

【含まない視点③】災害イエローゾーンの範囲 

条件：「土砂災害警戒区域」や「浸水想定区域」 

【含まない視点④】工業系の土地利用が想定される範囲 

条件：「工業団地」 
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大玉村役場 

大玉村 

本宮市 

二本松市 

都市計画区域 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市機能施設 

行政機能 

介護福祉機能 

子育て機能 

教育・文化機能 

商業機能 

金融機能 

運動施設 

その他 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

（主）本宮土湯温泉線 
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都市計画区域 都市機能施設 

行政機能 

介護福祉機能 

居住誘導区域 子育て機能 

教育・文化機能 

商業機能 

金融機能 

運動施設 

その他 都市機能誘導区域 

大玉村 

二本松市 

大玉村役場 

本宮市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
玉井地区 

（役場周辺） 
大山地区 

(大山小学校周辺) 
国道４号 
沿道地区 

大玉村全体 

居住 
誘導区域 

総面積 113 ha 31 ha ― 144 ha 

可住地面積 89 ha 23 ha ― 112 ha 

人口(現況) 約 2330 人 約 1040 人 ― 
約 3400 人 

(村総人口の約４割) 

人口密度(現況) 

※ネット密度 
26 人／ha 45 人／ha ― 30 人／ha 

都市機能 
誘導区域 

総面積 26 ha 4 ha 11 ha 40 ha 

居住誘導区域 

総面積に対する割合 
23 % 12 ％ ― 28 % 

大玉村役場 

大玉村 

本宮市 

東
北
本
線 

［参考：非可住地］ 

商業用地 

工業用地 

公共公益施設用地 

その他の建築用地 

道路用地 

公共空地 

水面 

都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

［法定区域］ 
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8,900

8,917 8,841 8,698 8,495

9,026 9,120

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2020年

（令和2年）

2025年

（令和7年）

2030年

（令和12年）

2035年

（令和17年）

2040年

（令和22年）

国勢調査

将来推計人口

第五次大玉村総合振興計画目標人口

都市計画マスタープラン将来人口

(人)

玉井地区

増加

大山地区

横ばい

居住誘導により
適正な人口密度へコントロール

国道4号東側

すう勢で
増加

田園・都市集積ゾーン

減少減少

中山間ゾーン
自然環境ゾーン



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  現況 将来 新たな誘導人口 

人口 3,370 人 3,710 人 340 人 
（100 世帯） 人口密度 30 人／ha 33 人／ha 

1,040 1,040 1,040

2,330 2,500 2,670

960 1,000 960

4,570 4,301 3,825

8,900
8,841

8,495

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2020年

（令和2年）

2030年

（令和12年）

2040年

（令和22年）

大山地区 玉井地区 国道4号東側 その他

玉井
地区

大山
地区

R4
東側

その他

居住誘導
区域内

居住誘導
区域外

（1％減）
（5％減）

（人）

（26人/ha） （28人/ha） （30人/ha）

（45人/ha） （45人/ha） （45人/ha）

微増 微減

減少 減少

+170人 +170人

横ばい 横ばい



 

 

誘導施設

5 1

5 2

 5 3

 

 

第５章 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  誘導施設  

 

誘導施設として考えられるもの 

●病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機能型居宅介

護事業所、地域包括支援センター、その他の高齢化の中で必要性の高まる施設 

●子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て支援施設、

小学校等の教育施設 

●集客力があり、まちのにぎわいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や、スーパーマーケット等の商

業施設 

●行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設 

誘導施設として想定されていないもの 

〇都市の居住者以外の者の宿泊のみに特化した宿泊施設や、都市の居住者の共同の福祉や利便に寄

与しないオフィス・事務所等の施設 

 

地域・生活拠点（日常的な都市機能）中心拠点（高次の都市機能）都市機能

日常生活を営む上で必要となる行政窓口となる施設
例）支所、福祉事務所

中枢的な行政機能を果たす施設
例）本庁舎

行政機能

高齢者の生活を支え、日々の介護や見守り等のサービスを提供する施設
例）地域包括支援センター、在宅系介護施設、コミュニティサロン

行政区域全体を対象とした高齢者福祉の指導・相談窓口や活動拠点施設
例）総合福祉センター

介護福祉機能

子育て世代が日常的に必要となるサービスを提供する施設
例）保育所、こども園、児童クラブ、子育て支援センター、児童館

行政区域全体を対象とした子育てに関する指導・相談窓口や活動拠点施設
例）子育て総合支援センター

子育て機能

日常生活に必要な生鮮品等の最寄品を扱う施設
例）食品スーパー、コンビニ

多様なニーズに対応した買物や飲食サービスを提供する施設
例）大型の商業施設

商業機能

日常的な診療が可能な施設
例）診療所

総合的な医療サービスを受けることができる施設
例）病院

医療機能

日常的な引き出しや預け入れができる施設
例）ＡＴＭ、郵便局

決済や融資等の金融機能を提供する施設
例）銀行、信用金庫

金融機能

地域の教育文化活動を支援し、実行の場となる施設
例）図書館分館、地域交流センター

行政区域全体を対象とした教育文化サービスの拠点施設
例）文化ホール、中央図書館教育・文化機能
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  都市機能誘導区域に誘導(維持)したい施設 

各種都市機能を有する施設 

 必ずしも都市機能誘導区域に立地しなくても良い施設 

  

条件① 

誘導施設から除外 

誘導施設に設定 

視点１：村内で不足する都市機能を有する施設 

視点２：都市機能誘導区域のみに立地する既存施設 

条件② 

視点３：広域連携で補完する施設 

視点４：都市機能誘導区域に立地を特定しなくても良い施設 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市機能施設 

行政機能 

介護福祉機能 

子育て機能 

教育・文化機能 

商業機能 

金融機能 

運動施設 

その他 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

東
北
本
線 
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都市計画
区域外

都市計画区域内施設機能

誘導区域外居住誘導区域内都市機能誘導区域内

R4号沿道玉井地区大山地区R4号沿道玉井地区大山地区

11役場
行政

1111行政窓口

11地域包括支援センター

介護福祉

21老人ホーム

11居宅介護支援事業所

11訪問介護事業所

11デイサービス

11認可保育所

子育て
1111幼稚園

11子育て世代包括支援センター

11放課後児童クラブ

1大型小売店舗

商業 111小売店

4コンビニエンスストア

病院

医療 一般診療所

歯科診療所

1農協
金融

11郵便局

図書館

教育・文化

111資料館

1111公民館

321集会施設

2121小学校・中学校

1体育館
運動施設

12112公園・運動場

551障がい者介護施設

その他 7332飲食店

2観光

【凡例】 ：都市機能誘導区域に立地している ：誘導区域外に立地している(村内)
：居住誘導区域に立地している(都市機能誘導区域外) ：大玉村には立地していない



 

 

 

 

 

 

 

 

 

二本松市 伊達市 本宮市 桑折町 国見町 川俣町 大玉村 飯館村

（9） 文化・スポーツの振興 17 スポーツ施設の広域利用によ る大規模な大会等の誘致 45 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（10） 広域的な土地利用推進 18 圏域全体の土地利用のあり方 の検討 46 ○ ○ ○ ○ ○

19 圏域産農産物の風評払拭・消費 拡大 47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 圏域産農産物の利用拡大の検 討 48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 有害鳥獣対策の強化 49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 高等教育機関等への調査・研究 の場の提供 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（12）
安心安全な

災害対策の推進
23 災害対策の広域連携の推進 51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（13） ゼロカーボンの推 進 24 再生可能エネルギーの導入推 進と水素エネルギーの利用促 進 52 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（14） 地域公共交通の充 実 25 地域公共交通の確保と利用促 進 53 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 自治体情報システム等の運用 に向けた情報交換 54 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 入札参加資格申請受付システ ム導入の検討 55 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 出会いの場の創出 56 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 移住定住の促進 57 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（17） 雇用対策の充実 30 圏域内企業への若者の就職支 援 58 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

31 公共施設の相互利用の検討 59 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 災害廃棄物等処理の広域連携 の推進 60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（19）
圏域内市町村職員

の育成
33 合同職員研修会等の開催 61 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（20）
公営企業の広域連携

の推進
34 水道事業における広域連携の 推進 62 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

連携する市町村掲載

ページ
具体的取組名方向性・連携施策の区分

（11）
強みや特長等を

生かした地域の振興

３ 暮らしやすい 住みたくなる 魅力あふれる圏域をつくる

（15） ＤＸの推進

（16）
ポストコロナ時代のゆとり

あるライフスタイルの形成

（18）
圏域内公共施設等

の相互利用の推進

【構成市町村】 

郡山市、須賀川市、二本松市、田村市、 

本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、磐梯町、 

猪苗代町、石川町、玉川村、平田村、 

浅川町、古殿町、三春町、小野町 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otama-Village City Local Normalization Plan 

 

 

大玉村

郡山市

本宮市

二本松市

福島市

菊池医院
病児・病後児保育室「らびっと」

3㎞

5㎞

10㎞

20㎞



 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能 施設 
大山地区・

玉井地区 

国道４号

沿道地区 
誘導施設の設定視点※２ 

行政機能 
役場 〇 － 視点２：誘導区域のみ立地 

行政窓口 〇 － 視点２：誘導区域のみ立地 

介護福祉 

機能 

地域包括支援センター 〇 － 視点２：誘導区域のみ立地 

老人ホーム － － 視点４：立地位置特定しない 

居宅介護支援事業所 〇 － 視点２：誘導区域のみ立地 

訪問介護事業所 〇 － 視点２：誘導区域のみ立地 

デイサービス 〇 － 視点２：誘導区域のみ立地 

子育て機能 

認可保育所 〇 － 視点２：誘導区域のみ立地 

幼稚園 〇 － 視点２：誘導区域のみ立地 

子育て支援センター ●※３ － 視点１：村内に不足 

放課後児童クラブ 〇 － 視点２：誘導区域のみ立地 

商業機能 

大型小売店舗 － 〇 視点２：誘導区域のみ立地 

小売店 － 〇● 視点１：村内に不足 

コンビニエンスストア － － 視点４：立地位置特定しない 

医療機能 

病院 － － 視点３：広域連携で補完 

一般診療所 － － 視点３：広域連携で補完 

歯科診療所 － － 視点３：広域連携で補完 

金融機能 
農協 － － 視点４：立地位置特定しない 

郵便局 － － 視点４：立地位置特定しない 

教育・文化 

機能 

図書館 － － 視点３：広域連携で補完 

資料館 － － 視点４：立地位置特定しない 

公民館 〇 － 視点２：誘導区域のみ立地 

集会施設※１ － － 視点４：立地位置特定しない 

小学校・中学校 〇 － 視点２：誘導区域のみ立地 

運動施設 
体育館 － － 視点４：立地位置特定しない 

公園・運動場 － － 視点４：立地位置特定しない 

 【凡例】  〇：維持  ●：誘導  ―：誘導施設の対象としない 
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機能 施設 根拠法令及び対象施設の定義 

行政機能 

役場 地方自治法第４条第１項に規定する役場 

行政窓口 行政サービスの窓口機能を有する施設 

介護福祉 

機能 

地域包括支援センター 介護保険制度において厚生労働省が推奨する「通いの場」 

居宅介護支援事業所 介護保険法第８条第１項に規定する事業を行う施設 

訪問介護事業所 介護保険法第 8 条第 2 項に規定する事業を行う施設 

デイサービス 老人福祉法第５条の３に規定する老人デイサービスセンター 

子育て機能 

認可保育所 
児童福祉法第 39 条第 1 項に規定する保育所について、都道府県

（または 政令指定都市または中核市）が設置を認可した施設 

幼稚園 学校教育法第 1 条に規定する幼稚園 

子育て支援センター 

児童福祉法第 6 条の 3 第 6 項に規定する子育て支援センターにつ

いて、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う

等の乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う施設 

放課後児童クラブ 児童福祉法第６条の３第２項に規定する事業を行う施設 

商業機能 

大型小売店舗 

大規模小売店舗立地法第 2 条第 2 項に規定する小売業を行うた

めの大型店舗 

大規模小売店舗立地法施行令において、店舗面積は 1,000 ㎡以

上と規定 

小売店 

日本標準産業分類に分類される商業施設のうち、下記に該当する

施設※店舗面積の下限値は設定しない 

［569］その他各種商品小売業 

［581］各種食料品小売業 

［603］医薬品・化粧品小売業 

教育・文化 

機能 

公民館 
村が整備する公共施設のうち、居住する地域に寄らず多くの村民が

文化活動を行う施設で、社会教育法第 20 条に規定する公民館 

小学校・中学校 学校教育法第１条に規定する小学校、中学校 





 

 

誘導施策

6 1

6 2

 6 3

 6 4

 

 

第６章 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  誘導施策  

都市機能に関する基本方針 

1. 農地保全の観点も踏まえて既存のコンパクトな市街地を

活かし、地域拠点や国道４号の周辺で生活に必要な

都市機能を維持・確保します。 

2. 高次な都市機能は隣接都市との広域連携を図ります。 

3. 都市機能への公共交通によるアクセスを確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 地域拠点における公共施設の再整備 

1-3 地域振興拠点のにぎわいの創出 

1-4 都市機能へアクセスする公共交通サービス 

1-2 子育て世帯の生活に必要な都市機能の誘導 

〈 都市機能誘導施策 〉 

居住に関する基本方針 

4. 人口が集積する旧来からの地域拠点を中心に居住の誘

導を図ります。 

5. 守るべき農地を保全し、適切な範囲に居住の誘導を図

ります。 

6. 災害の心配のない安全で安心な地域に居住の誘導を

図ります。 

7. 安達太良山の眺望に配慮した建築や土地利用を前提

としながら、コンパクトな範囲に居住を誘導します。 

 

 

 

 

 

 

 

2-1 居住誘導区域内の住環境の向上 

2-3 居住誘導区域内の景観形成 

2-4 災害リスクに応じた住環境 

2-2 居住誘導区域内への住替えの円滑化 

〈 居住誘導施策 〉 

2-5 村内で働ける住環境 

2-6 通勤通学を支える公共交通サービス 

課題１ 

必要な都市機能の確保による 

「生活の質」の向上 

課題２ 

雇用の場や移動手段の確保による

「多様な働き方」の実現 

課題３ 

子育て世帯をはじめとした若者の 

希望を叶える 

「豊かで住みよい住環境」の提供 

課題４ 

空き家や低未利用地の適切な 

管理による「田園都市景観」の保

全 

課題５ 

災害リスクの回避による 

村民の暮らしの「安全安心」の向上 
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村が独自で実施する施策 活用を想定する国等の支援・補助メニュー 

⚫ 大山地区都市再生整備計画 ⚫ 都市構造再編集中支援事業 

⚫ 公共施設等管理計画に基づく集約と

再配置の検討 
－ 

村が独自で実施する施策 活用を想定する国等の支援・補助メニュー 

⚫ 保育所の再整備（規模拡充） 
⚫ 都市構造再編集中支援事業 

⚫ 保育所等改修費等支援事業 

 

⚫ 民間による都市機能施設の誘致 

 

－ 

⚫ PPP／PFI事業の検討 ⚫ 民間資金導入可能性調査 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

村が独自で実施する施策 活用を想定する国等の支援・補助メニュー 

⚫ 地域振興施設再整備（規模拡充） ⚫ 都市構造再編集中支援事業 等 

⚫ イベントなどソフト施策の実施 － 

⚫ スマートインターチェンジ整備事業 

 

⚫ 社会資本整備総合交付金 

⚫ 高規格道路インターチェンジアクセス道

路等補助制度 

⚫ 高速道路バスストップの再整備 ⚫ 社会資本整備総合交付金 

村が独自で実施する施策 活用を想定する国等の支援・補助メニュー 

⚫ デマンドタクシー運行事業（AI 予約配

車システムの導入） 
⚫ デジタル田園都市国家構想交付金 

⚫ 玉井地区における通勤通学バス運行

事業 
－ 

⚫ 大山地区における通勤通学バス実証

事業の検討 

⚫ 都市構造再編集中支援事業 
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村が独自で実施する施策 活用を想定する国等の支援・補助メニュー 

⚫ 狭あい道路等整備促進事業 ⚫ 社会資本整備総合交付金 

村が独自で実施する施策 活用を想定する国等の支援・補助メニュー 

⚫ 空き家バンク － 

⚫ 大玉村定住促進住宅団地造成事業 － 

⚫ 大玉村がけ地近接等危険住宅移転
事業 

⚫ 社会資本整備総合交付金 
 

⚫ 大玉村住宅取得支援事業補助金 
 

⚫ 来て ふくしま 住宅取得支援事業 
補助（県） 

⚫ 大玉村移住支援金 ⚫ デジタル田園都市国家構想交付金 

⚫ 大玉村結婚新生活支援補助金 ⚫ 地域少子化対策重点推進交付金 

⚫ フラット 35（地域連携型）の金利優
遇措置 

－ 

村が独自で実施する施策 活用を想定する国等の支援・補助メニュー 

⚫ 空き家改修等支援事業の補助制度 － 

⚫ 低未利用土地利用指針の作成 － 

⚫ 大玉村ふるさと景観保護条例 － 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

村が独自で実施する施策 活用を想定する国等の支援・補助メニュー 

⚫ 災害等廃棄物処理事業 

（この他、防災指針にて防災対応方針を記載） 

⚫ 災害等廃棄物処理事業費補助金 

 

村が独自で実施する施策 活用を想定する国等の支援・補助メニュー 

⚫ 新規工業団地造成事業 ⚫ 社会資本整備総合交付金 

村が独自で実施する施策 活用を想定する国等の支援・補助メニュー 

⚫ 玉井地区における通勤通学バス運行

事業 
－ 

⚫ 大山地区における通勤通学バス実証

事業の検討 

⚫ 都市構造再編集中支援事業 
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対象区域 ⚫ 都市機能誘導区域内及び居住誘導区域内 

利用指針 

⚫ 空き地を広場・緑地等の公園として利用することを推奨すること 

⚫ 空き家を集会施設・交流施設として利用することを推奨すること 

⚫ 都市機能誘導区域において、空き地等をイベント等が実施できる交流広場として

利用することを推奨すること 

⚫ 冬季の除排雪における堆雪スペースとして利用することを推奨すること 

管理指針 

⚫ 病害虫の発生を予防するため定期的な除草等や、季節に応じて定期的な除雪、

清掃等を行うこと 

⚫ 不法投棄が行われることがないよう適切な対策（柵等の設置、定期的な清掃、見

回り）を実施すること 

⚫ 定期的な建物（屋根、外壁、外窓、雨どい、建物傾斜等）の点検を行うこと 
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  防災指針  

災害の種類 過去の被害状況・想定されるリスク 

土砂災害 

令和元年東日本台風において、大山字大作田地内に大規模な地すべり

が発生。 

一部の山間に耕地や集落が散在し、台風や集中豪雨によりがけ崩れの

災害が起きやすい箇所が散在している。 

水災害 

阿武隈川流域に属し、以前は水災害などが多かった。 

現在は、ほ場整備事業による河川の整備も実施され、水災害の心配は

少なくなったものの、全国的に大雨による災害の発生頻度が高く、浸水被

害に見舞われるおそれがある。 

火山災害 
活火山である安達太良山の火山活動の観測・監視が行われている。 

過去には悲惨な火山災害が発生していた。 
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大玉村役場 

大玉村 

本宮市 

二本松市 

土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域 

土砂災害ハザード 

都市計画区域 

都市機能施設 

行政機能 

介護福祉機能 

子育て機能 

教育・文化機能 

商業機能 

金融機能 

運動施設 

その他 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安達太良川 

杉田川 

大玉村役場 

大玉村 

本宮市 

二本松市 

10ｍ以上の 
浸水想定区域は 
村内に該当無し 

大玉村北部ふれあいセンター 

指定緊急避難場所 

5.0m 以上 
～10.0ｍ未満 

0.5ｍ未満 

0.5ｍ～3.0ｍ未満 

3.0ｍ～5.0ｍ未満 

5.0ｍ～10.0ｍ未満 

10.0ｍ～20.0ｍ未満 

20.0ｍ以上 

浸水想定区域 
［浸水深］Ｌ2：想定最大 

都市計画区域 

都市機能施設 

行政機能 

介護福祉機能 

子育て機能 

教育・文化機能 

商業機能 

金融機能 

運動施設 

その他 

12 時間以上 

浸水継続時間 

河岸浸食 

家屋倒壊等氾濫想定区域 

氾濫流 
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火山泥流ハザードマップについて 

⚫ 雪の多い真冬に大きな噴火が起きた場合の融雪による火山泥流の予想 

⚫ 火山泥流が流れてくる渓流や泥流の規模は、噴火の大きさ、噴火で放出される火山噴出物の温度、

山にある雪の量などで変わってくる 

⚫ これらの様々な条件が重なって、火山泥流が多量に発生する場合を想定したもの 

安達太良川 

大玉村役場 

大玉村 

本宮市 

二本松市 

5.0m 以上 
～10.0ｍ未満 

百日川 

市街地中心部 

0.5ｍ未満 

0.5ｍ～2.0ｍ未満 

2.0ｍ以上 

火山泥流ハザード 

融雪による火山泥流浸水高 

［目安となる氾濫水深］ 

都市計画区域 

都市機能施設 

行政機能 

介護福祉機能 

子育て機能 

教育・文化機能 

商業機能 

金融機能 

運動施設 

その他 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

土石流ハザードマップについて 

⚫ それぞれの渓流の源流域に火山灰が多く積もり、その後に１００年超過確率の雨（日雨量約４１

０ｍｍ）が降った場合に発生する可能性がある土石流について想定 

⚫ この「降灰後の土石流」が流れてくる渓流や土石流の規模は、火山灰の積もる範囲、降った雨の量など

で変わってくる 

安達太良川 

杉田川 

大玉村役場 

大玉村 

本宮市 

二本松市 

百日川 

降灰方向（西風の場合） 

50cm 30cm 20cm 

沼ノ平火口 

10cm 

土石流浸水深 

土石流ハザード 
降灰後の降雨に伴う土石流浸水深 

［全て 0.5m 未満を着色］ 

都市計画区域 

都市機能施設 

行政機能 

介護福祉機能 

子育て機能 

教育・文化機能 

商業機能 

金融機能 

運動施設 

その他 
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都市計画区域内の災害レッドゾーンで

は、住宅等(自己居住用を除く)に加え、

自己の業務用施設(店舗、病院、社会

福祉施設、旅館・ホテル、工場等)の開

発を原則禁止とします。 

※今回、大玉村では新たな災害レッドゾーンは

設定しておりません 

大玉村役場 

大玉村 

本宮市 

二本松市 

東
北
本
線 

土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域 

土砂災害ハザード 都市計画区域 

都市機能施設 

行政機能 

介護福祉機能 

子育て機能 

教育・文化機能 

商業機能 

金融機能 

運動施設 

その他 

12 時間以上 

浸水継続時間 

河岸浸食 

家屋倒壊等氾濫想定区域 

氾濫流 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 0.5ｍ未満 

0.5ｍ～3.0ｍ未満 

3.0ｍ～5.0ｍ未満 

水災害ハザード 
浸水想定 
［浸水深］Ｌ2：想定最大区域 

融雪による 

火山泥流浸水域 

火山災害ハザード 

0.5ｍ未満 

0.5～2.0ｍ 

2.0ｍ以上 

降灰後の降雨に伴う土石流浸水深 

火山泥流 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

大玉村役場 

大玉村 

本宮市 

北部ふれあいセンター 

⚫ 居住誘導区域から災害

ハザードを除外すること

で、住宅や人命の喪

失 といった災 害 リス

クを回避する 

取
組
方
針 

リスクの 

回避 

⚫ 山間部の人が住むエリアに土砂災害

ハザードエリアが重なっている 

⚫ 0.5m 未満の浅い浸水の予測範囲

が水田部に重なっている 

課
題 

土砂災害 水災害 

0.5ｍ未満 

0.5ｍ～3.0ｍ未満 

3.0ｍ～5.0ｍ未満 

浸水想定区域 
［浸水深］Ｌ2：想定最大 12 時間以上 

浸水継続時間 

河岸浸食 

家屋倒壊等氾濫想定区域 

氾濫流 

融雪による火山泥流浸水域 

火山泥流ハザード 

土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域 

土砂災害ハザード 居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

【村全域】 

⚫ 北部ふれあいセンターは

周辺がハザードエリアの

ため避難所利用にあた

っては検討を要し、代替

する避難施設の確保に

努める 

取
組
方
針 

リスクの 

回避 

⚫ 0.5m 未満の浸水が想定されるエリ

ア近傍に緊急指定避難所である北

部ふれあいセンターが立地 

課
題 

水災害 

⚫ 火山災害に対する住民

意識の醸成や避難訓練

を行い、リスク低減を図

る 

取
組
方
針 

火山災害 

リスクの 

低減 

⚫ 市街地中心部にも火山泥流の浸水

が到達する予測となっている 
課
題 
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横堀平団地 
自主防災組織 三和会 

自主防災組織 

大玉村役場 

大玉村 

本宮市 

二本松市 

組織名 
三和会 
自主防災組織 

横堀平団地 
自主防災組織 

寺久根 
自主防災組織 

構成世帯数 23 世帯 57 世帯 24 世帯 

基礎となる 
団体等 

大玉 15 区 
四番組 

横堀平団地 
自治会 

寺久根組 

設立年月日 R4.4.1 R4.10.10  R5.12.17 

 

寺久根 
自主防災組織 

月１回の会議を開催しながら地区

防災マップの作成や防災訓練等を

実施など、地域づくりの要として自

助・共助の活動を実施 

自主防災組織は、災害時の活動だけでなく地域を知り地域の人をつなぐ自主的なコミュニティづくり

の場でもあります。村では設立準備や資機材整備等に必要な経費の補助制度もございますので、

皆さんの地区でも是非、設立に向けてご検討ください。 

都市計画区域 

居住誘導区域 

自主防災組織設立エリア 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明噴火警戒レベル
とキーワード

対象範囲名称種別
想定される現象等住民等の行動火山の状況

●火口から概ね4km以内の居住地
域に大きな噴石が飛散するような噴
火が発生、あるいは切迫している
（火砕流・火砕サージは居住地域
近くまで）。

●融雪型火山泥流が居住地域に到
達、あるいは切迫している。

【過去事例】
有史以降の事例なし

危険な居住地域から
避難等が必要（必要
に応じて対象地域や
方法等を判断）。

居住地域に重大な被
害を及ぼす噴火が発
生、あるいは切迫して
いる状況にある。

避難
レベル

5

居住地域

及び
それより
火口側

噴火警報
（居住地域）

又は
噴火警報

特別
警報

●火口から概ね4km以内の居住地
域に大きな噴石が飛散するような噴
火の可能性（火砕流・火砕サージ
は居住地域近くまで）。

●融雪型火山泥流が居住地域に影
響を及ぼす噴火の可能性。

【過去事例】
有史以降の事例なし

警戒が必要な居住地
域での高齢者等の要
配慮者の避難、住民
の避難の準備等が必
要（状況に応じて対
象地域を判断）。

居住地域に重大な被
害を及ぼす噴火が発
生 す る と 予 想 さ れ る
（可能性が高まってき
ている）。

高齢者等
避難

レベル
4

●火口から概ね2.5km以内に大きな
噴石が飛散、火砕流・火砕サージ、
融雪型火山泥流が流下するような
噴火の発生、またはその可能性。

【過去事例】
1990年7月17日
：沼ノ平火口で水蒸気噴火

通常の生活（今後の
火山活動の推移に注
意。入山規制）。状
況に応じて高齢者等
の要配慮者の避難の
準備等。

居住地域の近くまで重
大な影響を及ぼす（こ
の範囲に入った場合に
は 生 命 に 危 険 が 及
ぶ）噴火が発生、ある
いは発生すると予想さ
れる。

入山規制
レベル

3

火口から
居住地域
近くまで

噴火警報
（火口周辺）

又は
火口周辺

警報

警報

噴
火
被
害 

小 

大 
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大玉村役場 

大玉村 

本宮市 

二本松市 

大玉 16 区 

大玉 14 区 

大玉 15 区 

大玉 3 区 

大玉 4 区 

大玉 2 区 

大玉 1 区 

大玉 5 区 

大玉 8 区 

大玉１区～10 区 

大玉 14 区～16 区 

避難対象地域 

融雪による火山泥流浸水域 

火山泥流ハザード 

大玉７区 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉井地区
避難所収容人数
579人

国道4号沿道地区
避難所収容人数
235人

大山地区
避難所収容人数
858人 大山小学校体育館

（169人）

大玉村民体育館（344人）

大山公民館（150人）

学校組集会所
（17人）

大馬改善センター
（25人）

後川組生活改善センター
（30人）

小泉組集会所（25人）

神原田生活改善センター（35人）

木ノ下組集会所
（10人）

住吉集会所
（15人）

新田集会所（80人） 諸田生活改善
センター（25人）

宮ノ下集会所（50人）

戸ノ内組集会所（30人）

二子塚生活改善センター
（50人）

仲ノ沢集会所（10人）

上原集会所（23人）

新栄会館（30人）

下町集会所（50人）

中町集会所（50人）

上町集会所（50人）

玉井小学校体育館（232人）

農村環境改善センター（142人）

谷地組集会所（30人）

避難対象

地区

収容予定人員

（人）

避難対象

地区

収容予定人員

（人）

大山小学校体育館 ● 169 農村環境改善センター ● 142

大玉村民体育館 ● 344 玉井小学校体育館 ● 232

大山公民館 ● 150 大馬改善センター ● 25

谷地組集会所 ● 30 上町集会所 ● 50

学校組集会所 ● 17 下町集会所 ● 50

木ノ下組集会所 ● 10 中町集会所 ● 50

住吉集会所 ● 15 新栄会館 ● 30

後川組生活改善センター ● 30 新田集会所 ● 80

小泉組集会所 ● 25 諸田生活改善センター ● 25

上原集会所 ● 23 宮ノ下集会所 ● 50

神原田生活改善センター ● 35 戸ノ内組集会所 ● 30

仲ノ沢集会所 ● 10 二子塚生活改善センター ● 50

名称 名称

玉井地区

国道4号

沿道地区

大山地区

大玉村役場 

大玉村 

本宮市 

誘導区域内の 
ハザード人口 約 900 人 

避難所収容人数 
約 1,700 人 

※●：指定避難所  ●：臨時避難(場)所 

収
容
予
定
人
数
８
１
４
人 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

避難所 

指定避難所 

臨時避難(場)所 

使用できない避難所 

(火山泥流発生時) 

火山泥流ハザード 

融雪による火山泥流浸水域 
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 施策 
重点的に 

実施する地域 

実施 

主体 

実現時期の目標 

短期 
（5 年） 

中期 
（10 年） 

長期 
（20 年） 

回 

避 

災害レッドゾーンから

居住誘導区域内への

移転誘導 

村内の土砂災害特

別警戒区域 
村        

 

       

水災害時の避難所

配置の適正化 

(北部ふれあいセンタ

ー代替機能の確保) 

大山地区 

(大山公民館の建替) 
村    

 

           

低 

減 

火山災害に対する住

民意識醸成のための

出前講座等の開催 

(避難所の事前周知

やマイタイムラインの作

成促進) 

居住誘導区域 村              

 

 

各種災害を想定した

防災訓練の実施 
村内全域 村  

 

 

 

  

 

    
 

   

評価指標 現況値 目標値 

自主防災組織の設立数 

（居住誘導区域内における自主防災組織の設立数） 
1 組織 6 組織 

防災訓練の参加者数 

（村内全域における防災訓練の参加者数） 
100 人 200 人 

災害の恐れのあるエリアの居住者数 

（村内における土砂災害ハザード内の居住者数） 
878 人 700 人 

同様に定期的に実施 





 

 

計画の実現に向けて

8 1

8 2

 

 

第８章 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  計画の実現に向けて  
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指標名 定義 現況値 目標値 
指標値の変動見通し 

目標とする方向 

都市機能施設
の立地件数 

都市機能誘導区

域内の誘導施設

の立地件数 

（大玉村資料） 

 ［R5］ ［R10］ 

・新規誘導による増加 商業機能 2件 3件 

子育て機能 5件 6件 

デマンドタクシー
利用者数 

たまちゃんタクシー年間利用者数 

（大玉村資料） 

［R5］ 

5,153人 

 

［R10］ 

6,400人 
・高齢化の進展による増加 

・利用環境の改善による増加 

居住誘導区域
内の人口密度 

可住地面積における居住誘導区域

内人口密度（国勢調査） 

［R2］ 

30人／ha 

［R22］ 

30人／ha 

以上 

・住替えによる維持 

・低未利用地や空き家活用

による増加 

居住誘導区域
内の生産年齢
人口構成比 

居住誘導区域の総人口に占める生

産年齢人口の割合（国勢調査） 

［R2］ 

59％ 

［R22］ 

59％ ・若い世代の移住定住促進

や産業基盤整備による維持 

通勤通学バス 

利用者数 

通勤通学バス年間利用者数 

（大玉村資料） 

［R5］ 

1,064人 

［R10］ 

1,600人 
・年少人口の確保による通学

時利用の増加 

1-1. 地域拠点における公共施設の再整備 

≪都市機能誘導施策≫ 

1-2. 子育て世帯の生活に必要な都市機能の誘導 

1-3. 地域振興拠点のにぎわいの創出 

1-4. 都市機能へアクセスする公共交通サービス 

2-1. 居住誘導区域内の住環境の向上 

2-2. 居住誘導区域内への住替えの円滑化 

2-4. 村内で働ける住環境 

2-3. 居住誘導区域内の景観形成 

≪居住誘導施策≫ 

2-3. 災害リスクに応じた住環境 

2-5. 通勤通学を支える公共交通サービス 

◼ 居住誘導区域内の人口密度 

◼ 居住誘導区域内の生産年齢人口構成比 

◼ 通勤通学バス利用者数 

◼ デマンドタクシー利用者数 

◼ 都市機能施設の立地件数 

計画の評価指標 





 

 

資料編



 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編  

◼ 大玉村都市計画審議会 委員名簿 
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◼ 大玉村都市計画マスタープラン及び立地適正化計画検討委員会   

委員名簿 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 策定経緯 



大玉村立地適正化計画
令和６年８月

発行｜大玉村
編集｜大玉村産業建設部建設課
　　　〒９６９－１３９２
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